
  

各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第1節  年金制度の現状と動向
1  概説

わが国の年金制度は,一般被用者を対象とする厚生年金保険制度と一般地域住民を対象とする国民年金制
度を主柱とし,これに特定の職域を対象とする船員保険制度および各種共済組合制度が加わり,国民皆年金
の体制がつくられている。それぞれの制度の適用者数,受給権者数は第3-1-1表および第3-1-2表にみると
おりである。

第3-1-1表 各種公的年金制度の適用人員

第3-1-2表 各種公的年金制度の受給権者数
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わが国年金制度は,昭和36年の国民皆年金の実現以来10年という期間をすぎたわけであり,この間,厚生年
金保険は昭和40年と44年に,国民年金は昭和41年と44年に制度改善が行なわれた。また,厚生年金保険に
おいては昭和46年,国民年金においては昭和47年に44年改正後の経済変動に対応して年金額の10%引き上
げを中心とした緊急是正が行なわれたところである。

年金制度の改善は,財政再計算期にあわせて行なわれるのが通例であった。この予定からいくと,厚生年金
保険は昭和49年,国民年金は昭和50年が年金制度改善の年にあたる。しかしながら最近の社会情勢の急激
な変化により年金制度の充実は国民の間で緊急の問題とされるようになった。

このような情勢に対応し,年金制度の充実を図るために厚生年金,国民年金ともそれぞれ財政再計算期を昭
和48年度にくり上げ,年金額の大幅引上げを中心とした本格的な制度改善を行なうこととして目下準備が
行なわれているところである。
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2  最近1年間における制度改善

(1)  国民年金法の一部改正

第68回国会において,国民年金法等の一部を改正する法律が成立し,国民年金について,昨年に引き続き,福
祉年金を中心とする改善が行なわれた。主な改善内容はつぎのとおりである。 

ア  福祉年金額の引上げ(47年10月分から)

福祉年金の額は,老齢,障害,母子および準母子福祉年金のそれぞれについて,つぎのとおり引き上げられ
た。

老齢福祉年金2万7,600円右矢印3万9,600円(月額3,300円)

障害福祉年金4万800円右矢印6万円(月額5,000円)

母子福祉年金および準母子福祉年金3万4,800円右矢印5万1,600円(月額4,300円)

イ  拠出年金額の引上げ(47年7月分から)

昭和46年に行なわれた厚生年金の年金額の引上げに見合って,拠出年金額を応急的に10%引き上げる改善
が行なわれた。

(ア) 障害年金の額の最低保障額を9万6,000円(月額8,000円)から10万5,600円(月額8,800円)に引き上
げた。 

(イ) 母子年金,準母子年金および遺児年金の額を9万1,200円(月額7,600円)から10万800円(月額8,400
円)に引き上げた。 
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ウ  その他の改善

(ア)  福祉年金と普通扶助料等との併給制限の緩和(47年10月から)

福祉年金と普通扶助料等との併給については,現行では,福祉年金の額を限度として併給しているところで
あるが,この限度額を政令で定める額(6万円)まで引き上げた。 

(イ)  福祉年金の所得による支給制限の緩和(昭和46年所得から)

福祉年金の受給権者の配偶者又は扶養義務者の所得による支給停止の限度額を扶養親族が5人の場合に年
収180万円から250万円に,老齢福祉年金および障害福祉年金の受給権者本人の所得による支給停止の限度
額を扶養親族等がない場合35万円から38万円に,母子福祉年金および準母子福祉年金の受給権者本人の所
得による支給停止の限度額を扶養親族等5人の場合に年収180万円から209万円にそれぞれ引き上げた。 

(ウ)  戦争公務による扶助料等との併給制限の緩和(47年10月から)

福祉年金と戦争公務による公務扶助料等との併給については,准士官以下の旧軍人およびこれに相当する
旧軍属等に係るものであるときは,福祉年金の全額が支給されているところであるが,この福祉年金の全額
が併給されることとなる者の範囲を中尉以下の者の遺族等に拡大した。 

(2)  沖縄県の復帰に伴う特別措置

沖縄県においても本土の制度とは別に,45年1月から厚生年金保険制度(46年10月末現在被保険者数
101,088人)が,同年4月から国民年金制度(46年10月末現在被保険者数216,744人)が実施されていた。これ
らの制度は,復帰に伴ってそれぞれ本土の厚生年金保険制度,国民年金制度等に統合され,その際つぎのよう
な特別措置が講じられた。 

ア  沖縄制度の被保険者期間

沖縄の厚生年金保険又は国民年金の被保険者期間は,厚生年金保険,船員保険又は国民年金の被保険者期間
として取り扱われる。

イ  沖縄制度の年金受給権者

沖縄の厚生年金保険又は国民年金の年金受給権者は,厚生年金保険又は国民年金の年金受給権者として取
り扱われた。

ウ  資格期間の短縮等
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沖縄制度の被保険者であった者等については,老齢年金又は通算老齢年金について,資格期間の短縮及び年
金額の特例措置が講じられた。

エ  その他

以上のほか,復帰前において,沖縄制度と本土制度の被保険者であったことがある者について,所要の経過措
置等が定められた。
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1  拠出制国民年金

(1)  適用状況

国民年金は他の公的年金が被保険者を職場単位には握しているのと異なり,「被保険者を住所地において個人単位には握しなけ
ればならず,しかも,その対象となる人達が過去において年金制度になじみの薄い階層であることから,これらの対象者を個々に
は握し,制度に加入させるにあたっては,他の公的年金制度にみられない種々の困難な問題があるが,年金額の大幅引き上げを中
心とする制度改善を機として住民の制度に対する関心も高まり,適用が著しく促進されてきた。

しかしながら,20歳を中心とする若年層については,その認識が薄いことなどから伸びなやみの状態にある。この若年層に対する
適用の促進が重点課題である。

この適用状況についてみると47年3月末における被保険者数は2,367万人であり,昨年同期に比して約67万人減少している。制度
発足以来増加の一途をたどってきた被保険者数が,46年度において減少したのは,いわゆる高齢任意加入被保険者約100万人が被
保険者期間10年を満たしたり,また,強制加入被保険者約50万人が60歳に達することにより,その資格を喪失したことによるもの
である(第3-1-1図参照)。

第3-1-1図 国民年金被保険者数および保険料免除者数の推移

しかし,強制加入被保険者及び若年任意加入被保険者についてみた場合は,45年度より約35万人増加し,とくに若年任意加入者は
このうち約32万人を占めて著しい伸びを示した。若年任意加入被保険者はここ数年25～28万人程度増加してきているが,このこ
とは,住民の国民年金制度に対する理解が深まってきていることを示している。 

(2)  保険料
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国民年金の保険料収入は,46年度において1,224億円である(第3-1-3表参照)。

第3-1-3表 国民年金保険料収納状況

現年度の保険料の徴収状況を示す指標として検認率がある。検認率とは,被保険者が保険料を納付すべき月数に対する保険料を
納付した月数の比率であって,その年度の保険料の徴収の状況をみるために使われる。

この検認率についてみると,年々着実に向上しており,46年度末における全国平均の検認率は,95%に達している。

しかしながら,都市部における検認率は45年度より向上したとはいえ,なお,92.3%にとどまっており,郡部における検認率99.6%
に対しかなり低い現状である。今後は大都市において特別な施策を講じてゆく必要があろう。

なお,保険料の未納者に対しては,年金権の確保のために戸別訪問による督励のほか納付書の発行,督促状の発行などの積極的な
徴収体制をさらに充実してゆく必要があろう。 

(3)  保険料の免除

保険料の免除には,法定免除と申請免除との二つがある。法定免除とは障害年金または母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の
受給権者であるとき,生活保護法の生活扶助などを受けているとき,または国立らい療養所などの施設に収容されているときに
は,これらの事由に該当した月から免除されるものである。

申請免除とは,所得がない場合などで,保険料を納付することが困難であると認められる者に免除の申請を行ない,都道府県知事
の承認を受けて免除が認められるものである。

46年度末において,保険料を免除された被保険者数は,法定免除65万人,申請免除107万人,合計172万人であって,その免除率は
8.8%である(第3-1-1図参照)。

この免除について年度別にその状況をみると,逐次その数が減少している。これは,制度の趣旨が周知されるに従い,また,現実に
老齢年金の支給が開始されたことに伴って,将来,より有利な年金を受けるために保険料を納付しようとする被保険者が多くなっ
ていることのあらわれであろう。 

(4)  所得比例

所得比例は45年10月から導入された制度で加入は本人の任意となっているが,農業者年金基金の加入者については当然加入をす
る建前となっている。

46年度末の所得比例保険料納付者数は,任意加入者が47万人,当然加入者が84万人,合計131万人となっている。

(5)  給付

拠出制の年金給付には,老齢年金,通算老齢年金,障害年金,母子年金,準母子年金,遺児年金および寡婦年金があり,その受給状況を
みると,第3-1-4表のとおりである。

第3-1-4表 国民年金受給権者数および給付額の推移
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46年度においては,いわゆる10年年金と呼ばれる老齢年金の支給が開始され,国民年金は名実ともに所得保障制度としての役割
をになうこととなったが,今後における受給者の増加に伴い住民の国民年金に対する期待は,ますます強くなってゆくものと予想
される。 

(6)  財政

国民年金は,将来の給付に備えて保険料収入を積立て,国もその保険料の拠出時において,保険料額の2分の1に相当する額を積み
立てるほか,給付費の一部を負担することになっている。この,国の負担割合は他の年金制度に比べて高くなっている。

積立金の総額は年々増加し,46年度末において9,374億円に達している。

このほか,国は国民年金の事務に要する経費を負担している。
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2  福祉年金

(1)  受給者および年金額

福祉年金には,老齢福祉年金,障害福祉年金,母子福祉年金および準母子福祉年金の4種類があり,全額国庫負
担で給付が行なわれている。

年金額は拠出制の他の年金との均衡をはかりつつ,財政の状況等を勘案してその水準が引き上げられてき
た。年金額の引き上げの経緯は,第3-1-5表のとおりとなっている。

第3-1-5表 福祉年金額の引上経過

福祉年金を受けている者の総数は,46年度末現在,356万3,000人に達しているが,制度発足以来の推移をみ
ると,母子,準母子福祉年金を除き逐年増加の傾向にある。これは,36年以来毎年のように行なわれてきた国
民年金法の改正による支給範囲の拡大,支給制限の緩和等の福祉年金制度の改善によるところが少なくな
い。特に46年度においては,公的年金受給制限および扶養義務者の所得制限が大幅に緩和されたことによ
り,受給者は45年度に比べて約27万人(8.2%)増加し,制度始まって以来の伸びを示した。
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老齢福祉年金の受給者は,46年10月末現在で307万9,000人であるが,これは,総理府統計局において推計し
た70歳以上の人口458万人の約67.3%に相当している(第3-1-2図参照)。

第3-1-2図 70歳以上人口と老齢福祉年金受給者数の推移

障害福祉年金は,当初視聴覚障害およびし体不自由といういわゆる外部障害のみを支給対象としていたが,
その後,支給要件の緩和や支給対象の拡大が行なわれ,39年度から41年度にかけて結核や精神障害,心機能
障害,肝臓疾患などいわゆる内部障害をその支給対象に加え,さらに事後重症制度(障害の程度が最初は軽く
とも,それが後に増悪したときは,障害福祉年金を支給する制度)もとり入れられたので,かなり顕著な伸び
を示している。 

(2)  支給停止

福祉年金は,全額国庫の負担によって行なうところから,限られた範囲内で効果的に所得保障をはかろうと
する趣旨でいくつかの支給制限の措置がとられている。
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これを大別すれば,(ア)一定額以上の所得を有することによるもの,(イ)他の公的年金制度の給付を受けるこ
とによるものに二分することができる。

46年度末現在の受給権者数は約408万9,000人を数えるが,支給停止の規定に該当して福祉年金の支給を停
止されている者は,52万6,000人(12.9%)である。この比率は45年度(14.9%)より減少している。 

ア  所得による支給停止

受給権者本人,その配偶者または受給権者の生計を維持する扶養義務者の前年における所得が一定の額以
上である場合,その年の5月から翌年の4月まで福祉年金の全額を支給停止することとされている。

所得による支給停止の基準額は,毎年所得税法,地方税法の改正に伴って引き上げられるほか,国民一般の所
得の伸びを考慮して引き上げをはかってきている。

所得による支給停止の該当者は,46年度末現在で,扶養義務者の所得によるものが21万6,000人,本人の所得
によるものが13万3,000人,配偶者の所得によるものが1万4,000人,合計36万3,000人となっている。なお,
所得による支給停止を受けている者は,全受給権者の8.9%であり,45年度のそれの11.2%に比して減少して
いるが,これは,扶養義務者の所得による支給停止の基準額が大幅に引き上げられたことによるものであ
る。 

イ  公的年金による支給停止

公的年金受給による支給停止は,恩給,厚生年金保険などの他の公的年金制度から年金による保障を受けて
いる者に対して福祉年金の支給を停止するというものである。公的年金受給による支給停止の基準は,厚
生年金や普通恩給等一般の公的年金を受給している場合と増加恩給や公務扶助料等戦争公務に基づく公
的年金を受給している場合とでは異なっている。すなわち一般の公的年金を受給している場合は,その公
的年金の額が福祉年金の額を下回るときに限り,その差額が支給され,その公的年金の額が福祉年金の額を
こえるときは福祉年金の全額が支給を停止される。また,戦争公務に基づく公的年金を受けている場合に
は,その負傷しまたは死亡した当時の階級が准士官以下の旧軍人およびこれに相当する者またはこれらの
者の遺族であるときは,福祉年金の全額が支給され,その階級が少尉以上であるときは,福祉年金の全額が支
給を停止される。戦争公務に基づく公的年金については,従来は,その公的年金の額が一定額(46年1月から
9月までは17万700円)を下回る場合に限り,その差額(福祉年金の額が限度)が支給されることとなっていた
が,46年10月から前記のような緩和措置が講じられたものである。

福祉年金と公的年金との併給者は,46年度末現在46万7,000人でそのほとんどは恩給法による旧軍人の公
務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金などの戦争公務による恩給,年金の受給者である。ま
た,併給者のうち,福祉年金の全額を併給される者は46万1,000人であり,45年度が16万2,000人であったの
に比し著しく増加している。 

(3)  給付費

福祉年金は,毎年,1月,5月,9月を支払期月としてその前月までの分を受給者の住所地の郵便局で支払うこと
としている。

この支払いに要する財源は,全額国庫負担で,毎年一般会計から国民年金特別会計に繰り入れられている。

制度が発足した34年から45年度末までに約5,231億円支払われているが,最近5年間を年金種別にみると 第
3-1-6表のとおりで,受給者の自然増加および年金額の引き上げなどの制度の内容改善によって毎年増加し
ている。

第3-1-6表 福祉年金支払額の推移
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3  厚生年金保険

(1)  適用状況

厚生年金保険の適用事業所数は,毎年4～5%程度の増加を示していたが,46年度末の適用事業所数は74万
6,108で,前年に比べ2%の増に止まった。

また,被保険者数は,毎年平均4%程度増加していたが,46年度末は2,248万人で,前年に比べ1%増と,適用事業
所と同じく,その増加は鈍化傾向にある。

なお,1事業所当たりの被保険者数は,46年度末では30.1人となっている。

(2)  標準報酬および保険料

標準報酬は,保険給付額および保険料額の算出基礎となるものであるが,近年の賃金の上昇を反映して毎年
10%以上の増加を示してきた。46年度は,標準報酬月額の上限が10万から13万4,000円に引き上げられた
こともあって,第1種被保険者7万6,044円,第2種被保険者3万9,932円,第3種被保険者8万3,571円となり,その
平均は6万4,301円で前年に比べて17%以上の伸びを示している。

保険料の額を算出する保険料率は,保険給付の予想額,積立金の運用利子および国庫負担の予定額に照らし
て5年ごとに再計算することになっているが,44年に行なわれた財政再計算に基づく法改正により各被保
険者の保険料率は,46年11月からそれぞれ2/1000ずつ引き上げられ,つぎの率となっている。

第1種被保険者(一般男子)64/1000

(特例第1種被保険者－厚生年金基金に加入している男子 38/1000)

第2種被保険者(女子)48/1000

(特例第2種被保険者－厚生年金基金に加入している女子 26/1000)

第3種被保険者(坑内夫)76/1000

(特例第3種被保険者－厚生年金基金に加入している坑内夫 38/1000)

第4種被保険者(任意継続被保険者) 64/1000
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なお,保険料収入状況は第3-1-7表のとおりである。

第3-1-7表 厚生年金保険保険料収入状況

(3)  保険給付

厚生年金保険の保険給付には,年金給付として老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金,障害年金および遺族
年金があり,一時金給付として障害手当金および脱退手当金がある。年金受給権者数は,制度が成熟してき
たこともあって,毎年15～16%前後増加している。 

ア  老齢年金

46年度末における老齢年金の受給権者数は,60万516人で,在職老齢年金の創設された40年は別として,最近
2,3年は,毎年16%前後増加している。 

イ  通算老齢年金

46年度末における通算老齢年金の受給権者数は13万8,911人で本制度が創設された36年以来毎年著しい増
加を続けている。とくに45年度および46年度には,高齢者に対する資格期間短縮の特例措置による受給権
者が発生したこともあって,45年度は前年に比べ93%の増,46年度は54%増と大幅な伸びを示している。 

ウ  

特例老齢年金は,旧陸軍共済組合等の組合員であった者について,その旧共済組合員期間を含め資格期間を
みることによって支給されるものである。46年度末における受給権者数は,348人で,前年度に比べ8%減少
している。 

エ  障害年金

46年度末における障害年金の受給権者数は,10万36人で前年に比べ5%増加している。なお,障害年金の受
給権者は,一時減少傾向にあったが,40年度末の7万6,029人を境として41年度以後は増加してきている。 

オ  遺族年金

46年度末における遺族年金の受給権者数は,53万721人で,毎年10%程度増加している。
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カ  障害手当金

46年度における障害手当金の受給権者数は418人で,受給者1人当たり26万5,263円である。

キ  脱退手当金

46年度における脱退手当金の受給者数は,16万1,233人で,毎年度減少傾向を示している。1件当たりの平均
受給額は,3万9,570円である(第3-1-8表,第3-1-9表参照)。

第3-1-8表 厚生年金保険受給権者数および給付額の推移

(4)  年金給付の業務

保険給付の裁定・支払業務は,従来,社会保険事務所で行なわれていたが,脱退手当金を除き,43年1月からは
被保険者記録を保管している社会保険庁において電子計算組織を活用して集中処理されている。

年金は,毎年2月,5月,8月および11月の4期(通算老齢年金および特例老齢年金は6月と12月の2期)にそれぞ
れの前月分までを社会保険庁から,受給者の指定した銀行の預金口座または郵便局へ直接送金することに
なっている。 

(5)  財政

厚生年金保険の運営に要する経費は保険給付に要する経費と保険事業の運営に要する事務費に大別され
る。前者はその約80%を保険料と積立金から生ずる利子収入でまかない,残りの約20%を給付を行なう際
に国庫が負担し,後者はその全額を国庫が負担している。 

(6)  福祉施設

厚生年金保険においては,本来の保険給付のほかに被保険者,被保険者であった者および受給権者の福祉の
増進をはかることを目的として,つぎのような福祉施設を設けている。
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(ア) 厚生年金病院8か所

(イ) 厚生年金会館4か所

(ウ) 厚生年金老人ホーム15か所

(エ) 厚生年金スポーツセンター3か所

(7)  厚生年金基金

厚生年金基金は,厚生年金保険の老齢年金および通算老齢年金のうち,報酬比例相当部分について,政府を代
行し,あわせて,これを上回る年金給付を行なうことを目的として,厚生大臣の認可を受けて設立される特別
法人である。

基金は,規模1,000人以上の企業またはあわせて1,000人以上となるいくつかの企業が共同して設立するこ
とができるが,労使の合意が必要とされている。

41年11月の発足以降の基金の設立状況をみると,41年度140,42年度163,43年度150,44年度128,45年度
132,46年度98と推移し,47年7月1日現在では,828基金,469万人をこえる加入員を擁するに至っている。

基金設立の態様をみると,828基金のうち,単独企業による単独設立420基金で50.7%を占め,親企業と子企
業という2以上の関連企業による連合設立が225基金27.2%,同種同業の多数の中小企業による総合設立が
183基金22.1%となっている。

第3-1-9表 厚生年金保険1人当たり平均年金額の推移

母体企業の業態別状況は第3-1-10表のとおり機械器具製造業,卸売小売業等が多い。

第3-1-10表 企業業態別厚生年金基金設立状況
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加入員規模別をみると,5,000人未満の基金が72.2%を占め,5,000人以上はわずか27.8%にすぎないが, 第3-
1-11表のとおり5,000人以上の基金の占める割合は上昇の傾向を示している。

第3-1-11表 加入員規模別厚生年金基金数の推移

ア  基金の給付

基金が支給する給付には退職を支給事由とする年金給付と脱退または死亡を支給事由とする一時金給付
とがある。

退職を支給事由とする年金給付は,厚生年金保険の老齢年金または通算老齢年金の報酬比例部分を上回る
ものでなければならないが,その算定方式としては,厚生年金保険の報酬比例部分と同じ方式でこれより手
厚い給付を行なうもの(代行型),この方式によるものに,特別の額を上積みする方式を加えたもの(加算型)
等があり,第3-1-12表にみられるとおり,最近加算型基金が漸次増加する傾向をみせている。

年金給付の受給権者は,基金制度自体の歴史が浅い関係上,まだ本格化していないが,順次その数を増し,46
年度末では6万人をこえるに至っている。
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第3-1-12表 制度設計タイプ別厚生年金基金数の推移

イ  掛金

基金の掛金の額は,基金が設立されたことに伴って政府に納付することを免除される男子1,000分の26,女
子1,000分の22に相当する保険料相当額と基金のプラスアルファ給付に見合った額とされている。掛金の
額の負担割合は,事業主と加入員との折半を原則とするが,基金の設立によって政府に納付することを免れ
る保険料相当額をこえる部分については,事業主の負担を増すことができることになっており,現に828基
金の大部分が事業主負担でまかなわれている。 

ウ  標準給与

基金の給付および掛金の計算の基礎となる標準給与の決定方法等については,厚生年金保険の標準報酬の
例によることを原則としている。

エ  財政

基金の運営に要する経費は,年金給付に要する経費(年金経理)と基金の事業運営に要する経費(業務経理)に
大別される。

年金給付に要する経費は,掛金,利子収入および年金給付に対する国庫負担(基金の年金給付のうち,厚生年
金保険の報酬比例部分に見合う部分に対して政府管掌と同じ国庫負担が行なわれる。)でまかなわれ,基金
の事業運営に要する経費は,事務費掛金として全額事業主が負担することが通例とされている。

なお,基金は,給付を将来ともまかなうことができる適正な掛金が確保されているかどうかを検証し必要な
措置を講ずるため,設立後3年を経過した年度末に第1回目の財政再計算を行ない,以後5年目ごとに財政再
計算を行なわなければならないことになっている。

45年3月末には42年4月までに設立した159基金が財政再計算を実施し,うち68基金(42.8%)が掛金の引き
上げを必要とし,46年3月末には42年5月から43年4月までに設立した178基金が財政再計算を実施し,うち
95基金(53.4%)が掛金の引き上げが必要となった。その原因の大部分は,いずれも,基金設立後の労働事情
の変化に伴う新規加入員の年齢構成の上昇,死亡率の減少,企業の定年制の延長等にある。 
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オ  厚生年金基金連合会

基金は,その中途脱退者についても,1か月でも加入員期間があれば年金給付を支給しなければならないが,
このような短期加入者(通常10年未満)に対する年金を支給することを目的として,基金からの年金給付の
支給義務の移転の申出により年金給付の現価相当額の移換を受け,これによって承継した中途脱退者の年
金給付の支給を主たる業務とするのが厚生年金基金連合会である。47年8月現在までの中途脱退者数およ
び現価相当額は,それぞれ270万人および270億3,662万円である。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
4  船員保険(年金部門)

(1)  年金給付の概要

年金部門の給付の種類としては,老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金,障害年金,遺族年金の各年金と障害
手当金,障害差額一時金,障害年金差額一時金,遺族一時金,遺族年金差額一時金,行方不明手当金,脱退手当金
の各一時金の給付がある。

そのほか,従前の規定による遺族給付として寡婦(夫)年金および遺児年金がある。

年金部門のうち,主なものの給付状況は,つぎのとおりである。

ア  老齢年金

46年度末における老齢年金の受給者数は,前年度末に比べると10%の増加である。

一方1人当たりの平均金額は,40年5月のいわゆる1万円年金および44年11月の2万円年金等の給付改善等に
よって,年々増加してきている。

イ  障害年金

46年度末における障害年金の受給者数は,前年度末に比べ,職務外の事由によるものは若干減少し職務上の
事由によるものは6%の増加である。

46年度末における受給者1人当たりの平均年金額は,職務外15万8,694円,職務上23万7,478円である。

第3-1-13表 船員保険年金受給権者数および給付額の推移
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第3-1-14表 船員保険年金種類別1件当たり金額

ウ  遺族年金

遺族年金の件数は,職務外の事由によるものは,毎年度12%～20%程度の増加を示しており,また職務上の事
由によるものは,おおむね被保険者数に比例して増加している。

46年度末の遺族年金1人当たりの平均年金額は職務外,職務上ともかなりの上昇をみている。

(2)  年金給付の支払状況(2)

年金は毎年2月,5月,8月および11月の4期にそれぞれ前月分までを,社会保険庁から受給者の指定した銀行
の預金口座または郵便局へ直送することになっている。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
5  石炭鉱業年金基金

石炭鉱業年金基金は,昭和30年代に始まったエネルギー革命に対する石炭対策の一環として,石炭鉱業労働
者の老齢又は死亡について給付を行ない,それによって石炭鉱業労働者の生活の安定と福祉の向上に寄与
し,あわせて石炭鉱業労働者の雇用の安定確保に資することを目的として,42年10月2日に発足した。石炭
鉱業の事業主が基金の会員(47年3月末現在会員数48)となり,前年の出炭量に応じて掛金を全額負担し,坑
内員・坑外員(47年3月末現在坑内員数40,361人・坑外員数9,104人)が受ける給付が,厚生年金保険の老齢
年金にプラスアルファとして上積みされる点に,この制度の特色がある。

この制度は,発足以来5年を経過し,47年10月から給付が開始される。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第2節  年金の各制度
6  農業者年金基金

農業者年金制度は,国民年金制度に上積みして農業自営者の老後の生活の保障および農業経営の近代化に
資するという農政上の要請にこたえるために国民年金の基礎のうえに附加される年金制度として,45年第
63回国会において成立した農業者年金基金法に基づき創設された。このためその事業主体として45年10
月1日特殊法人農業者年金基金が発足した。基金は,農業者年金事業のほか,農業者年金事業の対象となら
ない高齢経営主や零細経営主を対象として一時金を支給する離農給付金事業,農地売買事業,農地取得に際
しての融資事業等も行なっている。

農業者年金の被保険者は,一定の経営規模以上(0.5ヘクタール以上,ただし北海道においては一部を除き2ヘ
クタール以上)の農業経営主とされている。また,その給付には,20年の保険料納付済期間と経営移譲を要
件として60歳から支給される経営移譲年金,20年の保険料納付済期間を要件として65歳から支給される農
業者老齢年金,脱退一時金および死亡一時金とがある。

農業者年金被保険者の適用は46年1月から開始され,47年5月末現在の被保険者数は,92万人となってい
る。この被保険者数は当初加入を見込まれた約200万人の被保険者の適用には遠くおよばない現状であ
り,今後さらに,強力に適用促進が行なわれる必要があろう。
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
1  年金積立金の現状

厚生年金保険および国民年金の積立金は,46年度末では6兆3,790億円に達している。両年金制度における
積立金の累積状況は 第3-1-15表のとおりである。

第3-1-15表 厚生年金保険,国民年金の積立金累積状況
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各論
第3編  所得保障の充実
第1章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
2  年金積立金の運用の概要

厚生年金保険および国民年金の積立金は,法律に基づいて資金運用部に預託され,郵便貯金をはじめ他の政
府の特別会計の積立金,余裕金とともに,国の財政投融資計画を通じて一元的に管理運用されている。

財政投融資は,政策金融として,国家目的に即した分野に長期かつ低利の資金を融通するもので,最近では住
宅建設,上下水道の整備,ごみ・し尿処理施設,公害防止など国民生活に密着した部門,道路や鉄道など公共
投資の一部あるいは中小企業などに対する金融に重点がおかれている。47年度における財政投融資計画
(当初計画)は5兆6,350億円であり,政府の一般会計歳出予算額(当初)11兆4,677億円に比べると49%,おおよ
そ歳出予算の半分に相当し,わが国の経済に与える影響はきわめて大きい。

財政投融資の原資見込(当初計画)は第3-1-3図のとおりで,資金運用部資金はその総額の74.9%を占め,また
資金運用部資金のうち厚生年金保険および国民年金の預託原資は1兆4,229億円であり,資金運用部資金の
33.7%を占めている。

第3-1-3図 財政投融資原資内訳

年金積立金の運用使途については,36年1月に行なわれた厚生大臣と大蔵大臣との協議に基づき,主として
国民生活の安定向上に直接役立つ分野(住宅,生活環境整備,厚生福祉施設,文教施設,中小企業,農林漁業)に
最重点を置き,残余についても国民生活の安定向上の基礎となる分野(国土保全,災害復旧,道路,運輸通信,地
域開発)に限定して運用すること。そして前者の分野において,一定部分を年金積立金の還元融資として,保
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険料拠出者である両年金制度の被保険者等の生活の向上に直接寄与する施設の整備に融通することとさ
れている。なお,年金積立金の使途については,財政投融資計画の使途別分類表に「年金資金等」の区分で
示されるが,47年度の運用計画では第3-1-16表のとおりである。

第3-1-16表 昭和47年度財政投融資使途別分類表(当初計画)
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第1章  年金制度
第3節  年金積立金の運用
3  年金積立金の還元融資

年金積立金の還元融資は,年金制度の被保険者等の福祉の増進に直接寄与する住宅や病院に,また保育所,老
人ホームなどの社会福祉施設,会館,国民宿舎,体育施設に,あるいは廃棄物処理事業,上下水道事業など生活
環境整備に対して行なわれる。

この還元融資の主なものとしては,都道府県や市町村に対して特別地方債という形で行なう地方公共団体
貸付と,特殊法人である年金福祉事業団を通じて行なう民間向けの融資とがあり,47年度においては,還元融
資の資金枠3,678億円のうちそれぞれ57%,23%をあてている。

還元融資の資金枠は,毎年4月から翌年3月末までの間に資金運用部に預け入れる年金資金の預託見込額を
基準として,その25%相当額とされている。この資金枠については,融資需要に応じて拡大するよう要望さ
れているが,47年度においては,従来の25%相当額のほかに特別枠として120億円を設定し,資金量の増大を
図っている。

なお,この特別枠のうち30億円については,かねてから要望の多かった船員保険被保険者向けの融資を行な
うこととして措置したものである。

昭和47年度における還元融資の資金計画は第3-1-17表のとおりであり,この計画の主要な部分を占める特
別地方債および年金福祉事業団の概要は,つぎに述べるとおりである。

第3-1-17表 年金積立金還元融資資金計画(当初)
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(1)  特別地方債

特別地方債は,都道府県,市町村などの地方公共団体が,厚生年金保険,船員保険または国民年金の被保険者
を中心とした地域住民の福祉向上に直接役立つ施設を整備しようとする場合に行なわれる融資であり,融
資対象施設は,住宅(厚生年金保険または船員保険の適用を受ける事業主または船舶所有者に賃貸するため
に地方公共団体が建設する従業員住宅,老人の専用居室を整備する資金を地方公共団体が貸し付けする事
業および下水道終末処理施設が完備している地域で既設の便所を水洗式に改造する資金を市町村が貸し
付けする事業),病院,厚生福祉施設(国民宿舎などの休養施設,体育施設,会館,保育所などの社会福祉施設等),
清掃施設(し尿処理,ごみ処理施設等),簡易水道,上水道施設などである。なお,利率は47年9月1日から年
6.2%である。 

(2)  年金福祉事業団

年金福祉事業団は,厚生年金保険,船員保険,または国民年金の被保険者等の福祉を増進するために,住宅,療
養施設または厚生福祉施設を設置または整備しようとする事業主,被保険者団体などに対し,長期かつ低利
の融資を行なうため,昭和36年11月に設立された特殊法人である。

貸し付けの相手方は,厚生年金保険の適用事業主,船舶所有者,中小企業協同組合,消費生活協同組合,健康保
険組合,国民健康保険組合,日本赤十字社,社会福祉法人などである。融資の対象となる施設は住宅,療養施
設,厚生福祉施設(休養施設,体育施設,教育文化施設など)である。
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利率は,大企業事業主(事業主または船舶所有者で資本の額または出資の総額が5,000万円(商業,サービス業
は1,000万円)をこえ,かつ,常時使用する被保険者数が300人(商業,サービス業は50人,鉱業は1,000人)をこ
えるものをいう)については年7%,中小企業主その他の法人については年6.2%であるが,特に被保険者が組
織する団体等が建設する分譲住宅の資金融資については年5.5%とされている。

なお,年金福祉事業団の昭和47年度融資事業枠(貸し付けを決定することができる額)は,880億円である。

特別地方債および年金福祉事業団の46年度における融資の申請および決定の状況は第3-1-18表 ,第3-1-19
表のとおりであった。

第3-1-18表 昭和46年度特別地方債の申請状況および決定状況

第3-1-19表 昭和46年度年金福祉事業団の申請状況および決定状況
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第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第1節  生活保護制度の概要

生活保護制度は,なんらかの原因で貧困に陥り,自分の力では生計を維持できない者に対して,国の責任にお
いて,健康で文化的な最低生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とする制度である。

これは,いうまでもなく,国の社会保障に対する責任を定めた憲法第25条の規定を具体化したものである。
生活保護制度は,このように憲法の趣旨を直接うけ,わが国社会保障制度の中心的存在として,重要な役割を
果たしてきた。

最近,年金,医療保険,児童手当等各種社会保障制度の充実が著しい。しかし,国民の生活を根底において保
障する制度としては,生活保護制度が唯一のものであり,この意味で,これら関連諸制度と相補いつつ,国民
生活の最低限度(ナショナル・ミニマム)を保障するものとして,今後ともこの制度の果たす役割は大きい
ものといわなければならない。

最近の社会経済情勢の変動にはめざましいものがあるが,これは生活保護制度の運営にも直接,間接に影響
を及ぼしている。

第1にあげられるものとしては,最近の国民生活水準の著しい向上がある。これに対処するには,毎年かな
り大幅な保護基準の引上げが必要である。最近では,国民の消費生活水準と被保護階層のそれとの格差の
縮小を図るべく毎年13～14%の引上げを行なつている。

第2には,国民の生活意識,生活様式の急激な変化がある。これに対しては,後述するように制度の運用面か
ら毎年改善を行なつている。

さらに,最近の経済社会情勢は,生活保護制度の対象面においても,大きな影響を与えた。後述するように,
最近の被保護階層の大部分は,老齢者,母子・障害者等の社会的ハンディキャップを有する階層が占めるに
至つているが,このような事実をどう受けとめるか,またこれにどう対処するかは,今日の生活保護制度にと
つての大きな課題である。

生活保護法による保護は,生活扶助,住宅扶助をはじめとする7種の扶助に分けられ,生活に困窮する人から
の申請に基づき,生計を一にする世帯を単位として,1種又は2種以上の扶助が決定される。このような保護
を受けることは,国民の権利であり,国民は一定の要件を満たす限り,無差別平等に保護をうけることができ
る。しかし,その人に利用しうる資産,能力等があれば,まずそれを最低生活の維持のために活用することが
必要である。このような保護を行なうことは最終的には国の責任とされるが,実際の事務は,国の事務とし
て地方公共団体が行なうこととなつており,さらに個々の給付事務等はその居住地を管轄する福祉事務所
において行なわれている。なお,これらの保護に要する費用は,保護が最終的には国の責任でなされるべき
であることにかんがみ,国が8割を負担し,残りの2割を地方公共団体が負担することになつている。
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第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第2節  中央社会福祉審議会の答申

46年12月11日,中央社会福祉審議会から厚生大臣に対し「国民生活の変化等に対応した生活保護制度のあ
り方」について答申がなされた。

これは,44年11月,厚生大臣から上記審議会に対し,(1)国民生活の変化に対応した保護基準の引上げの方
向,(2)被保護階層の質的変化に対応した処遇の充実改善,の2項目について諮問され,これを受け上記審議会
生活保護分科会において,2年間にわたり活発な審議が行なわれた結果が答申されたものであるが,このよ
うな諮問がなされた背景としては,次の2点があげられる。

第1に,近年における一般国民の生活水準は,低所得階層の生活向上による所得階層間の平準化傾向を伴い
つつ急激に上昇し,今後もかなりのテンポで向上することが予想されるが,こうしたなかにあつて,国が国民
に対し保障すべき最低生活水準をどの様な観点からとらえ,どの様に設定すべきか再検討が要請されてい
ること,第2に,生活保護制度の対象となる階層が過去10数年間において著しい質的な変化をみせたこと,す
なわち,雇用機会の増大,賃金水準の上昇等によって労働能力のある者は自立し,傷病者,障害者,老人など経
済成長の成果を享受できない階層が被保護者の大半を占めるようになってきたが,これらの人々に健康で
文化的な生活を保障するためには,それらの人々のもつ特殊な需要に対応し総合的な援助が必要であり,こ
の面からも制度的な対処が必要となつていることである。

この答申は,まず「国民生活の変化に対応した保護基準の引上げの方向」については,(1)一般国民の生活水
準の動向と格差の関係について常時特別の考慮を払い,これとの格差縮小を図る見地から積極的な改善を
行なうこと,(2)国民生活の内容の変化を考慮し,世帯類型別生活実態等の分析,検討を通じ,生涯生活周期(ラ
イフ・サイクル)の各段階における特殊需要に十分対応すべく改善を行なうことを述べている。また,「被
保護世帯の質的変化に対応した処遇の充実,改善」については,被保護世帯の動向をふまえ適切な対応を行
なつていく必要があるが,当面,(1)老齢者等は社会的,身体的ハンディキャップのため日常生活を営むうえ
で,特殊なニードを有することを考慮し,資産の保有や勤労収入について特別な配慮を行なうとともに,他の
福祉施策等とあいまつて老齢者等が生きがいのある生活をおくれるよう行政全般を運用すべきである。
(2)労働能力のある者については,自立意欲をそこなわないよう配慮し自立の促進を図るべきである,として
いる。

47年度においては,以上の答申の趣旨にそい保護基準の改善及び運用面での改善を図ったところであるが,
提起された問題点については今後も引き続き検討を行ない,国民生活の変化に対応した制度の運用を図る
こととしている。
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第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第3節  生活保護基準
1  生活保護基準の意義

生活保護制度は,憲法第25条の理念に基づき,国が健康で文化的な最低限度の生活を保障することを目的と
するものであるが,その保障する生活内容および水準をどの程度とするかについては,生活保護法第3条に
「健康で文化的な生活水準」という抽象的な概念が示されているにすぎない。したがつて,実際にこの制
度を運用するには,すべての国民について,最低限度の生活需要が満たされているか否かを判定する具体的
な尺度が必要であり,この尺度を示したものが生活保護法第8条に基づき厚生大臣が定める保護基準であ
る。

この基準については,国民生活の現状と将来の見通し等について十分に検討を行ない,変動する国民生活に
対応して常に合理性と妥当性が確保されるよう努めている。
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第3節  生活保護基準
2  生活扶助基準の改定

47年度の生活扶助基準は,前年度に比し14%引き上げた。47年度における一般国民生活水準は,アメリカの
ドル防衛対策とこれに伴う円切り上げの影響等によって,その上昇が鈍化するものと予想されていたが,国
民福祉優先の観点から,被保護世帯の一層の生活向上のため14%引上げたものである。

この引上げによる生活扶助基準の実質改善率は,47年度における消費者物価の上昇が政府の経済見通しに
よれば5.3%と見込まれているので8.3%となる。

上記のとおり引上げた結果,1級地(大都市およびその周辺地域)における標準4人世帯の生活扶助基準額は
月額44,364円となり,前年度より5,448円の増額となつた。これは,35年度の生活扶助基準額の5倍であ
る。第3-2-1表参照)。

第3-2-1表 生活扶助基準額の年次推移

なお,沖縄県についても,47年5月の沖縄の本土復帰に伴い,即時本土基準を全面的に適用した。
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3  その他の扶助基準等の改定

47年度は,上記の生活扶助基準のほかその他の扶助基準,各種加算,勤労控除等についても改定を行なった
が,その主なものは次のとおりである。

(1)  教育扶助基準

教科外活動の活発化,学用品の値上り,教科内容の改定等に対応させるとともに,一般世帯の児童,生徒の教
育費水準との均衡をも考慮し,基準額を平均12.3%引き上げ,小学校3年生の場合,46年度の月額490円から
550円に,中学校1年生の場合,1,345円から1,465円にそれぞれ改定したほか,中学校の場合,学習指導要領が
改定されたことに伴い実費支給の範囲を拡大した。 

(2)  出産扶助基準

医療費の改定等に対応して,施設分娩に要する費用が20,000円をこえるときは,入院(8日以内の実入院日数)
に要する必要最少限度の額に11,000円を加えた額を支給することとした。 

(3)  葬祭扶助基準

葬祭に要する費用の実態に対応して,基準額を46年度の9,600円以内(1,2級地,大人)を16,000円以内に引き
上げた。

(4)  多子養育加算の創設

児童手当法が制定され,家庭の安定と児童の健全育成を目的として多子世帯に対し児童手当が支給される
こととなつたことを考慮し,47年3月から多子養育加算を創設し,加算対象児童1人につき月額3,000円を算
定することとした。 

(5)  勤労控除

勤労することによって収入を得るためには何らかの経費が必要とされるので,業務の内容や収入額等に対
応して各種の勤労控除を設け,一定の額については収入として認定しないこととしている。

47年度においては,このうち基礎控除(勤労の職種に応じて一定額を控除する業種別基礎控除と収入金額に
応じて控除する収入金額別基礎控除を合せたもの。)および特別控除を改定した。

まず,基礎控除については,業種別基礎控除を事務員,店員等の場合で46年度の4,545円(1,2級地)から5,200
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円に引き上げるとともに収入金額別基礎控除を改定し,業種別基礎控除と収入金額別基礎控除を合わせた
基礎控除の最高額を,土工,伐木夫等の場合で9,390円(1,2級地)から10,260円に引き上げた,また,特別控除に
ついては,31,900円以内(1,2級地)から36,400円以内に引き上げた。
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4  最低生活保障水準

47年度の保護基準によって,いくつかの世帯を想定してその世帯ごとに経常的需要についての最低生活保障水準を示すと 第3-
2-2表のとおりである。

第3-2-2表 最低生活保障水準の具体的事例

まず,標準4人世帯の場合の保障水準は,1級地で54,744円,4級地で40,533円となる。また,老人2人世帯および老人1人世帯の場合
は,1級地でそれぞれ28,690円,17,909円,4級地でそれぞれ20,207円,12,339円となるが,70歳以上の場合には老齢加算2,300円が上
積みされる。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和47年版）



  

各論
第3編  所得保障の充実
第2章  生活保護
第4節  生活保護の実施

生活保護制度の具体的な運用は,「保護の実施要領」にしたがって行なわれている。この実施要領は,国民
生活の実態の推移に対応して改善が図られている。47年度においては,第2節において述べられている中
央社会福祉審議会の答申の線に沿ってできる限りの改善を図ることとし,その重点は,老齢者,身体障害者な
ど社会生活を営むうえで障害を有する世帯の処遇の充実と稼働能力のある者の自立助長の推進の二点に
おいた。

主要な改正点としては,寝たきり老人や重度の身体障害者を家族が介護している場合に加算する介護料を
月額3,200円から3,650円に引き上げるとともに,支給対象者の範囲を拡大した。また,保護を受ける者が保
有を認められる資産の範囲は,国民生活の向上に応じて拡大されてきたが,47年度からは,地域の普及率が高
い場合や老人,身体障害者,長期傷病者などのいる世帯にはカラーテレビの保有を原則として認めることに
改めた。そのほか,これまでは保護を受給するためには生命保険を解約して返戻金を生活費にあてること
を求めていたが,解約返戻金が少額である場合には保険を解約しなくとも保護を受けられる途を開いた。
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居宅保護によっては生活保護の目的を達しがたい被保護者を収容し,またはこれらの者に利用させて,それ
ぞれの扶助を行なうための施設として,救護施設,更生施設,医療保護施設,授産施設および宿所提供施設の5
種類のものがある。

保護施設は,46年12月末現在で378あるが,救護施設を除き,漸減傾向にある(第3-2-3表 参照)。これは,老人
福祉法,身体障害者福祉法等による諸施設の拡充整備がすすむにつれ,保護施設が他種の社会福祉施設に転
換され,また従来保護施設に収容されていた者が,他施設に移つていつたことを反映するものである。また,
国民生活の安定,向上等により経済的に保護を要する者が減少してきたことも収容(利用)者減少の原因と
なつている。

第3-2-3表 保護施設数の推移

一方,救護施設は,身体上または精神上著しい欠陥があるために一人では日常生活ができない要保護者を収
容する施設であり,これが漸増しているのは,身体障害者や精神薄弱者を入所させる身体障害者更生援護施
設や精神薄弱者援護施設の整備が立ちおくれていることや複合障害者のための適切な施設が制度化され
ていないことなどのために,これらの者が救護施設に入所する場合が比較的多いことによるものとみられ,
社会的需要は根強いものがある。

国は,保護費の負担と同様,都道府県および市町村が支弁した保護施設の運営費の10分の8を負担する義務
があり,47年度においては27.6億円が予算に計上されている。
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1  被保護階層の質的変化

過去約10年間の保護の動向をみると,貧困階層に大きな構造変化があり,いわば貧困の質的変化が進行して
いるということができる。

すなわち,老人,身体障害者などの本来的に稼働能力が少ない,また,社会的な障害を有することにより,経済
的社会的変動と多様化に対して,自力では対応できない階層が増大し,それが被保護階層のうち大きな比重
を占めている。10年前,稼働収入のある者が一人もいない世帯が47%であつたが,今日では70%に達し,引
き続いた経済成長により,かつての失業による貧困は相対的に比重が低下し,老齢または母子,心身にハン
ディキャップを有する階層を主たる対象とした生活保護行政へと変ぼうしつつある。この傾向は将来も
一層強まるものとみられ,生活保護制度の運用にあたつては,これらの動向をふまえ適切な対応を行なつて
いくことが要請されているのである。
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2  被保護世帯,人員および保護率

生活保護を受けている世帯数および人員は,46年度平均では,67万世帯,133万人である。人口1,000人当た
り被保護人員(以下「保護率」0/00という。)は12.6人となる。

これを45年度と比べると,世帯数は2%増の1万1,000世帯増加しているにもかかわらず,人員は1万9,000人
減少し保護率も0.4の低下となつている。しかし人員についてさらにくわしくみると,38年度以降毎年減少
してきたが,46年度においては,ドルショックおよび景気後退もあつてその減少の割合が急激に少なくな
り,46年10月からは毎月増加に転じ,年度末の47年3月には45年度平均を上回るに至つており,景気の動向と
あわせて,今後の被保護人員の動向が注目される。

このことは,被保護世帯数および被保護人員は,その時期における社会経済情勢によつて大きな影響を受け
るが,とりわけ経済情勢の変化に応じて推移してきているとみてよいであろう。

つぎに保護の動向を地域別にみると第3-2-1図のとおりである。一般的にいうと社会構造や産業構造の地
域的な差異が如実に現われており,大都市およびその周辺地域などの産業が高度化している地域では保護
率が低く,農山村地域や産炭地域では高くなつている。

第3-2-1図 地域別にみた保護率
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3  保護の種類別人員

保護の種類別人員をみると,46年度平均で,生活扶助112万人,住宅扶助63万人,教育扶助24万人,医療扶助72
万人,その他の扶助(出産扶助,生業扶助,葬祭扶助)6,000人である。これらの近年の動向をみると,生活扶助
人員は被保護人員とほぼ同様に減少し,住宅扶助人員は,一時微増したが総じて減少傾向にある。また,教育
扶助人員は急激な減少を示しているが,これは学齢児童数の減少によるものである。

つぎに医療扶助人員をみると,その伸びが著しく,26年度以降,31,32年度を除いて毎年増加し続け,特に38年
度以降においてその増加傾向は顕著となり,38年度には教育扶助人員を,43年度には住宅扶助人員をも追い
抜いて増加し続けてきた。45年度になつて減少に転じ,その後の動向が注目されたが,46年度においては再
び増加を示している(第3-2-2図参照)。

第3-2-2図 保護の種類別人員の推移

医療扶助人員の内訳をみると,入院人員は,36年に結核予防法精神衛生法の一部改正により,これらの法律に
基づく制度へ愚者の移し替えが行なわれ,一時的には減少したが,39年度以降増加傾向に転じ,近年における
増加は著しいものがある。

一方,入院外人員も33年度以降大幅に増加しているが,この入院外人員の増加が,医療扶助人員全体の大幅な
増加を招いたものとみられる。しかし,43年度の52万人から44年度は51万7,000人,45年度は51万1,000人
と一時期増加傾向が停滞し,この結果,前述のように45年度は総数においても減少に転じたが,46年度にお
いては52万4,000人で,入院人員とともに増加を示している。
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医療扶助人員を病類別にみると,結核患者は衛生思想の普及,新薬の発見,治療技術の向上等により年々減少
し,46年度においては,3万1,000人,医療扶助人員の4.2%と比重は低下している。これに対して,精神病患者
の占める割合は逐年増加の傾向をたどり,46年度は11万3,000人,医療扶助人員の15.5%となつている。こ
のうち,入院患者は9万9,500人であるが,これは,医療扶助による入院患者の約5割を占めており,しかも,全精
神病入院患者のほぼ4割が生活保護受給患者という高率を示していることが注目される。

一方,結核および精神病以外の疾病患者は,特に入院外で近年著しい伸びを示し,45年度は56万1,000人と44
年度の56万4,000人から減少を示したものの,46年度においては57万9,000人となり,1万8,000人の増加を
示している(第3-2-3図参照)。

第3-2-3図 医療扶助人員の推移
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4  保護の開始原因

46年度中新たに保護を開始した世帯は,22万7,000世帯であるが,開始理由別にそのうちわけをみると,傷病
を理由として開始する世帯が76.6%と最も多く,次いで稼働収入減を理由とする世帯が10.1%となつてい
る。前述の保護の種類別人員において医療扶助の占める割合が拡大していることと考えあわせても,傷病
と貧困の強い関連が注目される。
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5  世帯・人員の構造および就業状況

被保護世帯の世帯類型をみると,先にも述べたが,単に経済的給付だけでなく各種の社会的援護を必要とす
る高齢者世帯,母子世帯,傷病者世帯,障害者世帯が,46年では85%も占めている。この割合は42年の70%に
比べて著しく高くなつているが,特に傷病・障害者世帯は33%から44%まで増加している(第3-2-4図参
照)。

第3-2-4図 世帯類型別世帯数の構成割合の推移

つぎに,世帯人員の推移をみると1世帯当たりの世帯人員は,35年の3.0人から年々減少し,46年には2.0人と
なつている。被保護世帯の世帯人員が減少しているのは,核家族化の進行という一般的な傾向によるもの
のほか,単身者世帯,高齢,母子世帯などの少人数世帯の割合が多くなりつつあることなどによるものと考え
られる(第3-2-5図参照)。

第3-2-5図 世帯人員別世帯数の構成割合の推移
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つぎに,被保護人員を年齢階級別の構成割合でみると,15歳未満の幼年齢層や40歳以上の中高年齢層が多
く,これに対し,15～39歳の青年層は著しく少ない。特に60歳以上の高年齢層の被保護者総数に占める割合
をみると,35年には15%であつたものが,46年には29%まで増加し37万3,000人となつている。この増加割
合は,一般人口構成における60歳以上人口の増加割合を大きく上回つており,今後の推移が注目されよう
(第3-2-6図参照)。

第3-2-6図 一般人口と被保護人員の年齢階級別構成割合の推移

つぎに,被保護世帯における稼働状況をみると,稼働世帯が年々減少している。特に世帯主が働いて保護を
受けている世帯の割合は,35年度で39%を占めていたが,46年度では20%に減少している。この傾向と同じ
ように,世帯主は働いていないが世帯員が働いている世帯も35年度の16%から46年度は9%に減少してい
る。この傾向は,高齢者世帯,傷病者世帯の増加傾向が続くおりから,今後ますます顕著になるものとみられ
る(第3-2-7図参照)。

第3-2-7図 労働力類型別世帯数の構成割合の推移
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6  生活保護の費用

46年度の扶助費総額は3,074億円で,そのうち医療扶助費1,860億円(60.5%),生活扶助,住宅扶助,教育扶助の
各扶助費の合計1,207億円(39.3%),その他の扶助費が7億円(0.2%)となつている。

47年度の生活保護費予算額は3,085億円(地方公共団体負担分を加えた総額は3,856億円)で,同年度におけ
る国の一般会計予算の2.7%,社会保障関係費の18.9%,厚生省予算の19.4%を占めている。
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1  児童手当制度の発足

わが国社会保障制度のなかで,いまだ実現をみなかつた最後の制度として,かねてよりその創設が望まれて
いた児童手当制度が昭和46年5月27日,法律第73号として児童手当法が公布され,47年1月から実施される
こととなつた。

そして,その第1回の支給が,47年3月に行なわれたが,受給者数は1,032,031人,支給対象児童数は1,119,250
人であつた(第3-3-1表参照)。

第3-3-1表 児童手当支給状況
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2  目的

児童手当制度には,多様な効果が期待されうるものであり,児童手当制度をどのような角度やねらいからと
りあげるかによつて,制度のたて方,財源負担等も異なつてくる。この点については,36年6月にもうけられ
た中央児童福祉審議会児童手当部会での検討以来,所得保障,児童福祉,賃金政策,雇用政策,人口政策等種々
の観点から論議がなされたところである。このような論議の過程において,児童手当の効果が多岐にわた
るとしても,本来の目的は諸外国の児童手当制度でも共通している所得保障と児童福祉の二つにしぼるこ
とができるという合意が生まれ,わが国の制度の目的も,そのような社会保障的な見地に限ることとし,賃金
政策,雇用政策,人口政策等といつた観点をこのなかに含めないこととしたものである。

しかしながら,賃金政策,雇用政策等に効果があることが否定されたわけではない。それらはいずれも制度
実施に伴う副次的な効果と理解されたものである。
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3  児童手当制度の基本的たて方

児童手当制度は,従来の社会保障施策と考え方,構成においてかなり異なる面を有しているので,以下,この
点に留意して児童手当制度の基本的たて方について述べる。 

(1)  全国民を通じた単一の制度

児童手当制度においては,全国民を一つの制度に包括するとともに,支給用件,給付内容なども,被用者,自営
業者等の別なくまつたく同一とし,認定及び支給も市町村長を通じ一元的に行われている。ただし,公務員
グループについては,従来の社会保障制度の例、実務上の便宜等を考慮し,認定および支給については,所属
の行政庁の長が直接行うこととし,費用は全額その所属する国,地方公共団体および公共企業体が負担する
こととしている。 

(2)  費用に関するたて方

費用面においては,国,地方公共団体の負担のほかに,事業主からの拠出を求めている点に特色がある。

事業主拠出金は,ひろく社会保障のための拠出金であり,賃金や報酬を賦課標準とすることにおいて,年金や
医療保険の社会保険料と共通の性質を有しているが,児童の養育という保険事故になじみにくい恒常的な
支出に対処するものであること,個々の被用者のための拠出という給付と拠出の関連がないこと等におい
て,従来の社会保険の事業主負担と異なる面を有している新しい性格の拠出金である。

また,拠出金の徴収は,事業主の便宜,事務の簡素化の見地から,社会保障の立場から事業主を包括的にとら
えている厚生年金保険等の一連の被用者年金保険制度の徴収機構をそのまま活用し,賦課標準等もこれら
と同一とし,実際には,被用者年金保険の保険料等に上乗せした形で行なわれている。

なお,従来この種の制度には,地方公共団体の負担がないのが通例であつたが,児童手当制度においては,児
童福祉施策の一環として,地域住民の福祉にもつながるものであるので,地方公共団体にも相応の負担を求
めることとしている。 

(3)  他の社会保障制度との関連

児童手当制度は,他の公的給付にかかわりなく児童を一定数以上養育している者について等しく給付を行
なうものであり,しかも,相互間の給付の調整はなくすべて併給するという考え方に立つている。

したがつて,たとえば,生別母子世帯を対象とする児童扶養手当とも併給するとともに,生活保護との関係に
ついても,児童手当の額がそのまま受給者の所得にプラスされる扱いとなつている。
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1  児童手当制度の概要

まず児童手当の支給要件であるが,次の二つに大別される。その一は監護,生計関係で,児童手当は,義務教
育終了前の児童を含む3人以上の児童を監護し,かつ,これと一定の生計関係がある者に対して支給され
る。その二は所得要件で,児童手当の受給者本人の収入による支給制限があり,その限度額は,扶養親族等が
ない場合,当初は137万円,47年6月分の児童手当から159万円に,扶養親族等5人の場合は,当初は200万円,47
年6月分の児童手当から233万円と定められている。児童手当の額は,月額,3,000円に義務教育終了前の第3
子以降の児童の数を乗じて得た額である。

次に児童手当の支給方法であるが,児童手当の認定請求,認定,支給等の事務は公務員および三公社職員の場
合を除いて,市町村で行なわれる。すなわち,児童手当の支給を受けようとする者は,住所地の市町村長に認
定請求書を提出し,その認定を受けなければならない。また,市町村長は,認定を受けた者に対して,毎年2
月,6月,10月の3期に分けて,それぞれ前月までの分の児童手当を支払うものである。

次に財源負担であるが,被用者に対する財源および被用者等でない者(農業従事者その他の自営業者等)に
対する財源では構成を異にしている。被用者に対して支給する児童手当の財源負担は,事業主の拠出金10
分の7,国庫10分の2,都道府県10分の0.5および市町村10分の0.5の割合である。被用者等でない者に対して
支給する児童手当の財源負担は,国庫6分の4,都道府県6分の1および市町村6分の1の割合である。

被用者の財源にあてるための拠出金を納付すべき義務を負う事業主の範囲は,厚生年金保険等の被用者年
金保険の保険料・掛金を納付する事業主であり,拠出金の額は,厚生年金保険等の保険料等の計算の基礎と
なる標準報酬等を賦課標準として,これに厚生大臣が定める拠出金率(47年度においては,1000分の0.5)を
乗じて得た額の総額である。拠出金の徴収は,厚生年金保険の保険料等の例またはこれに準じて行なわれ
ている。

次に公務員に関する財源であるが,公務員および三公社職員に対する児童手当は,国,地方公共団体または三
公社が直接支給し,その費用は,それぞれ支給者が全額負担している。

最後に実施期日等であるが,児童手当制度は47年1月1日から実施されている。また,支給の対象となる第3
子以降の児童は,発足当初においては,47年1月1日現在で5歳未満の児童とし,48年4月1日からは,同日にお
いて10歳未満の児童とし,49年4月1日に至つてから義務教育終了前の児童におよぶこととなるものであ
る。
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2  支給状況等

前述したとおり,児童手当は毎年2月,6月,10月期に支払われるのであるが,47年1月および2月分の児童手当
は,特例として,47年3月期に支払われた。その状況は第3-3-1表のとおりである。

これによると,受給者数は,被用者410,142人,被用者以外の者510,070人公務員111,819人,計1,032,031人,算
定基礎児童数(児童手当の額の算定の基礎となる義務教育終了前の第3子以降の児童数)は,被用者438,236
人,被用者以外の者563,875人,公務員117,139人,計1,119,250人,支給額は,被用者2,548,059千円,被用者以外
の者3,276,783千円,公務員692,325千円,計6,517,167千円となつている。

算定基礎児童数別の受給者数では,第3-3-2表のとおり児童数が1人の受給者は952,382人で全受給者の
92.3%と圧倒的に大きな割合を占めている。

第3-3-2表 算定基礎児童数別受給者数

なお,算定基礎児童数の最高は5人であつた。

受給者数,算定基礎児童数ともに,制度発足準備時の推定よりもかなり大幅に増加しているが,この原因とし
ては,近年の出生率の増加傾向等構造的要因も含まれていると考えられる。

また,全体としてみた場合には,発足当初にもかかわらず,受給資格者の認定請求,それに基づく認定,支払等
の状況はきわめて順調で,制度の周知の不徹底に基づく受給漏れや,市町村の事務の不慣れによる未支払等
はほとんどなかつたと見込まれている。

一方,拠出金の徴収状況もきわめて順調で,昭和46年度の収納済歳入額は約14億7千万円で当初見込額の
110%に達している。
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3  制度発足後の動き

制度発足後の主な動きとしては,所得制限の限度額の引き上げと沖縄県への児童手当制度の適用があげら
れる。

所得制限については,47年1月分から5月分までの児童手当については,扶養親族等が5人の場合,年間収入額
が200万円であつたが,47年6月分の児童手当からは233万円に引き上げられた。この措置によつて,所得に
よる支給制限率は従前と同程度(約10%)となる。また,障害者控除等諸控除額も47年6月分の児童手当から
引き上げられた。

沖縄県への児童手当制度の適用については,47年5月15日に沖縄が本土に復帰したことに伴い,新たに沖縄
県に児童手当制度が実施されることになつたが,その円滑な施行のために,認定請求書の提出時期,支払期
月,所得要件の判定の基礎となる46年所得のとり方等について特例措置が設けられた。

なお,児童手当制度は,49年度において段階実施が完了することとなつている。
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